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第18回 熊本県議会高速交通及び新幹線活用対策特別委員会会議記録 

 

平成26年９月29日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時27分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 １ 高速交通体系に関する件 

 ２ 熊本都市圏交通に関する件 

 ３ 九州新幹線を活用した地域振興に関す

る件 

 ４ 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

 ５ その他 

――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

        委 員 長 池 田 和 貴 

        副委員長 浦 田 祐三子 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 小 杉  直 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 杉 浦 康 治 

        委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

 

   交通政策・情報局長 坂 本   浩  

地域振興課長 横 井 淳 一 

首席審議員 

兼交通政策課長 吉 田  誠 

商工観光労働部 

首席審議員      

       兼観光課長  中 川  誠 

    くまもとブランド 

        推進課長 成 尾 雅 貴 

 土木部 

部 長 猿 渡 慶 一 

道路整備課長 宮 部 静 夫 

道路保全課長 高 永 文 法 

都市計画課長 松 永 信 弘 

審議員兼 

鉄道高架推進室長 松 永 清 文 

 警察本部 

交通部長 木 庭   強 

交通規制課長 木 庭 俊 昭 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議   

○池田和貴委員長 それでは、全員おそろい

のようでございますので、ただいまから18回

高速交通及び新幹線活用対策特別委員会を開

催いたします。 

 それでは、７月の人事異動により、錦織前

企画振興部長にかわりまして島崎企画振興部

長が就任されましたので自己紹介と、執行部

を代表しての挨拶及び概要説明をお願いいた

します。 

 

○島崎企画振興部長 ７月15日付で企画振興
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部長に着任いたしました島崎でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 池田委員長、浦田副委員長を初め高速交通

及び新幹線活用対策特別委員会の委員の皆様

方の御指導をいただきながら、県政の重要課

題に対して精力的に一生懸命取り組んでまい

りたいと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 委員会開会に当たりまして、執行部を代表

いたしまして、本委員会の付託案件の概要に

ついて御説明申し上げます。 

 第１に、高速交通体系に関する件でござい

ます。 

 まず…… 

 

○池田和貴委員長 部長、どうぞお座りにな

ってどうぞ。お座りになってどうぞ。 

 

○島崎企画振興部長 失礼しました。第１

に、高速交通体系に関する件でございます。 

 まず、高規格幹線道路等の道路ネットワー

クの整備につきましては、それぞれの路線に

おいて着実に整備が進められているところで

ございます。 

 次に、航空路線の利用促進につきまして

は、国内線の４月から８月末までの利用者数

は、対前年度同期比0.2％増の120万人と、新

４カ年戦略に掲げる平成27年度末の目標値で

ある300万人を突破した前年度とほぼ同水準

で推移しております。 

 なお、10月26日から本県初となるＬＣＣ、

ジェットスター・ジャパンの就航及びＪＡＬ

東京線の１便増便が決定され、これから年度

末にかけて昨年度以上の利用者が見込まれま

す。 

 ソウル線につきましては、４月の韓国旅客

船事故の影響によるインバウンド需要の減退

が見受けられましたが、７月に入り回復が見

られ、７月の利用率は約66％、８月は約75％

となっております。 

 台湾線については、今年度においても、台

湾高雄から50便のインバウンドチャーターが

実現するとともに、10月26日から来年３月末

にかけて、熊本－高雄間の週３便の定期チャ

ーター便の就航が決定されたところでござい

ます。 

 引き続き、阿蘇くまもと空港の路線振興及

び拠点性向上に取り組んでまいります。 

 第２に、熊本都市圏交通に関する件でござ

います。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス改善や公共

交通機関の利用促進などを進めながら、引き

続き交通ネットワークの強化に取り組んでま

いります。 

 第３に、九州新幹線を活用した地域振興に

関する件でございます。 

 九州新幹線を活用した熊本づくり及び観光

振興等についてですが、「くまモン」を活用

したプロモーションを推進するために、７月

にパリで開催されたジャパンエキスポへの参

加を初めとしたヨーロッパプロモーションを

展開いたしました。 

 国内におきましては、７月に秋田県を訪問

し、全都道府県訪問を達成するなど積極的な

情報発信を行いました。 

 また、観光振興につきましては、現在、熊

本観光の強みである温泉をテーマとした「く

まもと・ふろモーション」や「くまモン」を

フックとした各種観光キャンペーンを展開中

でございます。市町村や関係機関等と連携を

図りながら、引き続き熊本観光の魅力を発信

してまいります。 

 以上、各案件につきまして私のほうから概

要を御説明させていただきましたが、詳しく

は各課長から説明申し上げますので、御審議

のほど何とぞよろしくお願いいたします。 

 

○池田和貴委員長 それでは、執行部から事

業概要の説明を受け、その後質疑を受けたい

と思います。 
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 説明につきましては、簡潔にお願いをいた

します。 

 では、順次説明をお願いいたします。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。着座にて御説明させていただきます。 

 お手許の資料の中で、前回からの変更点に

つきましてはアンダーラインを引いてござい

ます。その箇所を中心に説明させていただき

ます。 

 まず、Ⅰ高速交通体系に関する件について

御説明申し上げます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 最上段の「人吉球磨スマートインターチェ

ンジ」のところでございますが、ことし８月

８日に国土交通省から連結許可がおりまし

た。事業主体である人吉市においては、平成

31年度の供用開始を目指し、今年度から調

査・測量・設計に着手される予定と伺ってお

ります。熊本県といたしましても、人吉に対

し技術的助言や情報提供を行うとともに、早

期開設に向け取り組みを加速するよう、地区

協議会等を通じて積極的に支援してまいりま

す。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 中九州横断道路の現状の欄でございます

が、２つ目の丸、熊本市～大津町間のところ

でございます。現在、計画段階評価が国にお

いて進められておるところですが、ことし６

月30日に第２回目の九州地方小委員会が開催

され、政策目標の設定や３つのルート帯案の

設定・比較等について示されました。 

 その後、熊本河川国道事務所から、広く沿

線住民の意見を聞くためのオープンハウスが

設置されました。また、沿線自治体の首長や

各団体・企業等に対するヒアリングや地域住

民のアンケートも行われております。現在、

その結果を取りまとめ中と伺っております。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 有明海沿岸道路（Ⅱ期）の現状の欄の２つ

目の丸、大牟田市～長洲町の下段のところで

ございます。計画段階評価につきましては７

月に終了し、ルート帯を示す対応方針が決定

をされたところでございます。 

 今後の取り組みとしまして、大牟田市～長

洲町間の早期事業化に向け、諸手続が円滑に

進むよう関係機関と協議・調整を図ってまい

ります。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 (3)建設促進活動について、これまでの活

動状況と今後の予定を記載しております。主

な活動内容について、抜粋して御説明いたし

ます。 

 まず、①の九州中央自動車道についてでご

ざいますが、去る９月２日に、九州中央自動

車道建設促進地方大会を、嘉島町の町民会館

で開催させていただきました。熊本・宮崎両

県から約600名の方に参加していただき、盛

会のうちに終了をさせていただきました。ま

た、多くの県議の皆様にもお忙しい中参加し

ていただきました。大変お世話になりまし

た。そのときの決議文を、10月20日に、国土

交通省等に要望していきたいと考えておりま

す。 

 次に、②南九州西回り自動車道でございま

す。 

 13ページの最上段に記載しておりますが、

７月24日に、南九州西回り自動車道建設促進

大会を東京で開催いたしました。その後、国

土交通省、財務省、県選出国会議員等に要望

しております。また、11月にもことし２回目

の開催を予定しております。 

 続きまして、③の中九州横断道路に関して

でございますが、８月５日から８日にかけま

して、熊本・大分両県の促進期成会による合

同要望を国土交通省、県選出国会議員に行い

ました。 
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 続きまして、14ページお願いいたします。 

 14ページの最上段ですが、11月には熊本・

大分両県の促進協議会による合同要望も予定

しております。 

 最後に、④の有明海沿岸道路（Ⅱ期）につ

いてでございます。 

 ７月14日に、建設促進議員連盟によります

要望を国土交通省にしていただいておりま

す。また、10月には知事による要望、あわせ

て熊本県期成会による要望をそれぞれ予定し

てございます。そのほかさまざまな機会を捉

えまして要望活動を行っております。 

 これからも委員皆様のお力をおかりいたし

まして、来年度の予算を獲得して、各路線の

早期整備に向けて精力的に要望活動等を行っ

ていく所存でございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

 

○吉田交通政策課長 交通政策課吉田でござ

います。 

 16ページをお開きください。 

 航空路線の利用促進についてでございま

す。 

 まず、(1)国内線の振興について、現状で

ございます。 

 平成26年９月１日現在、６路線36便が就航

しております。平成26年10月26日からジェッ

トスター・ジャパンが新規就航、またＪＡＬ

の東京羽田線も１便増の予定でございます。

結果として、10月26日以降は８路線43便の就

航になります。 

 平成26年度４月から８月までの旅客数は、

対前年同期比0.2％増の120万人となっており

ます。 

 個々の動きでございます。アンダーライン

を引かせていただいておりますが、東京線の

４月から８月の利用状況は、対前年同期比9

9％となっております。４月１日から運休し

たスカイマークの利用実績を除いた対前年同

期比は114％、スカイマーク運休による減尐

分を、ＪＡＬ、ＡＮＡ、ソラシドエアの旅客

増によりおおむねカバーしているというふう

に思われます。 

 また、10月26日から、本県初の低コスト航

空会社であるジェットスター・ジャパンが就

航し、成田国際空港、中部国際空港、関西国

際空港を結ぶ３路線を、各１日２便、計１日

６便運航することとなります。また、ＪＡＬ

が東京羽田線を１便増便し、１日９便運航い

たします。 

 おめくりいただきまして、18ページのほう

をごらんください。 

 18ページに、参考－４として、阿蘇くまも

と空港の国内路線別旅客数を掲載させていた

だいております。 

 主な便につきましては、東京線につきまし

ては、先ほど申しました利用率が向上してい

るところでございます。 

 また、名古屋線については、対前年とほぼ

同様の水準となっております。 

 大阪線につきましては、旅客数、利用率、

双方とも上昇している状況でございます。 

 19ページをごらんください。 

 (2)国際線の振興についてでございます。 

 まず、現状でございます。 

 現状のソウル線でございますが、平成15年

９月の開設からことしで11周年となっており

ます。平成26年８月末までに35万人を超える

利用がございました。４月から６月における

利用率は、セウォル号の事故に起因するイン

バウンド需要の減退により50％に達しており

ません。７月に入りインバウンド需要の回復

が見られ、７月の利用率は66％、８月は約7

5％となっております。今後、早期の週５便

が実現できるよう、アシアナ航空との協議を

引き続き進めてまいります。 

 20ページをごらんください。 

 台湾・中国線でございます。 

 ことしも６月下旪から８月上旪にかけて、
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台湾高雄から熊本へ50便のインバウンドチャ

ーター便が実現いたしました。このような需

要の高さを踏まえ、ことし10月26日から来年

３月末にかけて、台湾との間で初めてとなる

週３便の定期チャーター便の実施が実現いた

しました。８月18日から８月21日にかけて

は、熊本から高雄へのアウトバウンドチャー

ター便を実施いたしました。このチャーター

便にあわせ、８月20日に、知事によるチャイ

ナエアラインへのトップセールスを実施し、

早期定期便実現に向けての要望を行いまし

た。この際は、議会副議長を初め議会の皆様

には大変お世話になりました。ありがとうご

ざいます。 

 また、中国線についてでございます。中国

線につきましては、日中関係の行方を見据え

ながらも一方で、知事が議会や経済界の代表

と上海、北京を訪問するなど、自治体・民間

レベルでの関係強化を図っており、航空会社

とも新規路線開設に向けた協議を引き続き行

っているところでございます。 

 22ページをごらんください。 

 参考―２として、平成26年度熊本ソウル線

の月別利用状況を掲載をさせていただいてお

ります。こちらでございますが、一番上の行

が利用実績、２行目が対前年同月比、３行目

が通常の利用率、一番下が140人乗り換算時

の数値でございます。この140人乗り換算の

数値でございますけれども、これは飛行機の

利用の頻度に応じて航空会社が機材の大きさ

を変えますので、利用率を単純に算出しても

比較できない状況にありますので、一定の機

材、ソウル線の場合は140人乗りの機材が通

常の機材であるため、この機材を固定して算

出したものでございます。 

 一番右の欄、平成26年度４月から８月まで

の利用実績は１万1,871人、前年比88.7％、

利用率は55.6％でございます。140人乗り換

算で65.2％となってございます。 

 参考―３に、チャーター便の就航実績を掲

載をさせていただいております。４月から８

月までの累計便数は55便でございます。その

すべてが台湾線で、利用者数は6,667人でご

ざいます。 

 23ページをごらんください。 

 今後の取り組みでございます。台湾・中国

線の部分でございますが、台湾線につきまし

ては、10月26日から運航される定期チャータ

ー便について、オールくまもとでの利用促進

に取り組み、早期定期便化を図ってまいりま

す。 

 続きまして、(3)航空物流機能の強化につ

いてでございます。 

 現状でございますが、平成26年４月から６

月にかけては、対前年比で航空貨物取扱量が

増加しております。これは前年同期の貨物取

扱量が、ボーイング787型機の運航停止によ

り低迷していたことにも起因するものと思わ

れます。 

 参考－１として、阿蘇くまもと空港の貨物

取扱状況を掲載をさせていただいておりま

す。一番右の合計欄でございますが、４月か

ら８月までの対前年比は102.5％となってご

ざいます。 

 続きまして、27ページをごらんください。 

 阿蘇くまもと空港の施設整備及び活性化に

向けた取組等についてでございます。 

 阿蘇くまもと空港のＰＲについてです。８

月に、阿蘇くまもと空港ＰＲ推進協議会や熊

本空港ビルディングと連携し、空港ターミナ

ルビル内において韓国忠清南道及び大田広域

市、台湾高雄市の小学生を招き、国際キッズ

ダンスフェスティバルを開催いたしました。

熊本ソウル線と熊本－高雄間のチャーター便

をこの際ＰＲをさせていただいております。 

 大空港構想の推進でございます。空港の年

間利用者目標数を300万人と掲げ、その目標

に向け航空路線の強化、空港の利便性向上や

拠点性向上、空港周辺の魅力向上という観点

からさまざまな取り組みを行った結果、平成
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25年度には300万人を達成いたしました。 

 28ページをごらんください。 

 阿蘇くまもと空港が広域防災拠点として対

応できるよう、自衛隊輸送機を複数機駐機可

能な駐機場整備を計画しております。平成25

年度に基本設計・実施設計を行い、本年７月

末に工事に着手したところでございます。 

 30ページをごらんください。 

 今後の取り組みでございます。空港整備に

つきましては、現在、熊本空港ビルディング

におきまして、国際線ターミナルチェックイ

ンカウンター内のベルトコンベア整備に着手

しております。台湾高雄との定期チャーター

便の就航開始にあわせ、本年10月の完成を予

定しております。 

 また、先ほども御説明しましたが、九州を

支える広域防災拠点化を目的として計画して

いる駐機場整備につきまして、来年度中の供

用開始を予定しております。 

 続いて、熊本都市圏交通に関する件の34ペ

ージをごらんください。 

 ＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナーの試

験運行でございます。空港アクセスの取り組

み策の一つとして、平成23年10月から、肥後

大津駅と空港との間で試験運行を引き続き実

施しております。平成23年10月から26年８月

までの延べ利用者は約16万3,461人でござい

ます。１日当たりの利用者数は、平成26年度

４月から８月で185人と順調に増加をしてお

ります。 

 交通政策課からは以上でございます。 

 

○成尾くまもとブランド推進課長 くまもと

ブランド推進課でございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 Ⅲの九州新幹線を活用した地域振興に関す

る件のうち、45ページになりますが、２の九

州新幹線を活用した熊本づくり及び観光振興

等の部分でございます。 

 ページをおめくりいただきまして、46ペー

ジをお願いいたします。当課関係について御

説明させていただきます。 

 まず、下から３行目になりますけれども、

ヨーロッパプロモーションでございます。昨

年に引き続きまして、「くまモン」のブラン

ド価値向上の取り組みの一環といたしまし

て、６月下旪から７月上旪にかけましてドイ

ツ、フランスを「くまモン」が訪問いたしま

した。 

 47ページの一番上でございますが、向こう

の老舗ブランドとのコラボレーションという

ことで、シュタイフ社を訪問しております。

同社が主催いたしますサマーフェスティバル

にことし招かれました。その席上、世界でた

だ一つのスペシャルな「テディベアくまモ

ン」の贈呈を受けたところでございまして、

これにつきましては８月から「くまモンスク

エア」にて展示しているところでございま

す。 

 次に、ライカ社を訪問いたしました。35ミ

リフィルムカメラの草分けでありますライカ

社ですが、ことし100周年を迎えておりま

す。新しくなった本社工場を訪問し、今後同

社との商品化に向けたコラボレーションを現

在検討していただいているところでございま

す。 

 次に、フランスのスマートボックス社と体

験型ギフト商品開発を行います。スマートボ

ックス社ですけれども、これは下に、４行目

に※印で書いておりますが、体験型ギフト商

品といいますのは、いわゆる物を贈るのでは

なく、宿泊ですとかおいしい食事、美容、ア

ドベンチャー等、いわゆる思い出に残る体験

や感動というものを重視したギフト商品の開

発をしている会社でございます。こちらが今

後県内の観光資源などを活用いたしました新

たな体験型ギフト商品開発を行うことになり

まして、これを受けてフランスのほうでデモ

ンストレーションといたしまして、向こうの

老舗のチョコレート屋さんにおきまして、県
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産品を活用したチョコレートをイベントの参

加者に振る舞うというＰＲを行ったところで

ございます。 

 なお、次ですが、昨年に引き続き、ジャパ

ンエキスポのほうにも出演させていただいた

ところでございます。 

 48ページをお願いいたします。 

 こちらは国際課のほうで推進しております

貿易振興の一環でございますが、ことし６月

からの「くまモン」関連商品の海外販売の解

禁を受けまして、台湾セブンイレブンとの連

携によります台湾プロモーションを実施いた

しました。台湾における県内企業の販路拡大

や熊本県の認知度向上のため、台湾セブンイ

レブンで熊本フェアを実施いたしました。今

後も連携した取り組みを継続実施する予定で

ございます。 

 次のポツでございますが、具体的にはＯＰ

ＥＮちゃんというセブンイレブンのキャラク

ターがございますが、このキャラクターと

「くまモン」とが一緒になりました熊本フェ

アを、台湾のセブンイレブン約5,000店舗で

実施したところでございます。県内企業のく

まモン商品の販売のほか、熊本の観光地など

をデザインいたしました小物入れを景品とし

て配布することによりまして、台湾におきま

す熊本県と「くまモン」の認知度向上を図り

ました。 

 次に、②のくまモンと熊本の関連性強化で

ございますが、ことしも営業部長活動として

さまざまな企業と連携いたしまして、熊本県

の情報発信を行う活動を努めているところで

ございます。 

 一つの例といたしまして、下の主な取り組

み事例の２番目ですが、湖池屋さんと組みま

して、ポリンキートマトナポリタン味という

ものを発売しております。県産のトマトを使

用いたしました。 

 それから、右の写真にちょっと小さくて見

づらいんですけれども、ポリンキーのパッケ

ージの裏側に、県内各地のいわゆる観光情報

ＰＲを掲載させていただくというふうなこと

で、熊本県の観光情報等の発信に努めさせて

いただいております。 

 こうした取り組みというのは、実はグリコ

さんでも実施していただいておりますが、

「くまモン」によりましてこういう取り組み

というのが初めて行われるようになったとい

うふうに聞いているところでございます。 

 次に、49ページ中ほどでございますが、

「くまもとから元気をプロジェクト」でござ

います。「くまモン」が熊本県との関連性を

各県に求めて元気プロジェクトを実施してお

ります。ことし７月に秋田県を訪問いたしま

した。この７月の秋田県で「くまモン」は全

都道府県を訪問するということで、各県にて

熊本の情報発信に努めているところでござい

ます。 

 次に、県内プロモーションですが、こちら

も熊本県内各地を回りまして、熊本県内にお

きます「くまモン」の認知度向上に取り組ん

でいるところです。 

 次、50ページをお願いいたします。 

 くまモン隊の活動についてでございます。

数字といたしまして、ことし４月から７月ま

での出動回数をお示ししております。県内は

もちろん県外、さらに最近は海外からも多く

の出動依頼をいただいているところでござい

ます。物理的なこともあり、依頼の大体４割

以上をお断りせざるを得ないという状況にご

ざいます。 

 それから、下のほうでございますが、「く

まモンスクエア」についてでございますが、

一番下の段でございますが、平成26年、こと

しの８月22日、累計の来館者数が40万人を突

破いたしました。半数ぐらいが県外からとい

うことで、熊本県の観光振興に寄与している

というふうに考えているところでございま

す。 

 最後に、51ページでございますけれども、
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持続可能な仕組みづくりといたしまして、

「くまモン」を今後も末永く活用できますよ

うに、国内はもとより海外におきましても、

商標登録と適正管理に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 くまもとブランド推進課は以上です。よろ

しくお願いいたします。 

 

○中川観光課長 観光課でございます。 

 資料は１枚おめくりいただいて、52ページ

をお願いいたします。 

 観光キャンペーン等の展開についてでござ

います。 

 まず、ページの上段でございます。熊本の

温泉をＰＲする「くまもと・ふろモーショ

ン」の取り組みの中で、各地の温泉の旅行商

品化を順次進めております。６月中旪には地

元バス事業者と連携しまして、杖立温泉の日

帰りバスツアーを実施しております。また、

あわせて、６月４日を「杖立温泉・蒸し湯の

日」として登録しております。 

 ページの下段をお願いいたします。 

 甲佐町出身のお笑い芸人「レイザーラモン

RG」さんを活用したweb動画を作成・配信中

でございます。このように認知度向上に取り

組んでいるところでございます。 

 １枚おめくりください。54ページをお願い

いたします。 

 はっピースくまもと夏たびキャンペーンで

ございます。家族旅行をターゲットとしまし

た全県のキャンペーンであります。やまなみ

ハイウェイ開通50周年、阿蘇くじゅう国立公

園指定80周年の記念事業等も連携した展開で

ございます。 

 次、下段でございます。航空機を活用した

プロモーション活動の展開でございます。首

都圏等から九州への誘客を促進するため、九

州に就航する航空会社と九州７県が連携しま

して、「空行け！九州」キャンペーンを展開

中でございます。 

 次、55ページでございます。 

 二次交通網の拡充でございます。二次アク

セスを充実し、熊本観光の満足度を高めるた

め、観光の定番スポットとなっている熊本城

周辺エリアと阿蘇エリアにおきまして、７月

中旪より、定期観光タクシー「くまもと旅タ

ク」の運行を開始しております。 

 次に、下段、九州新幹線を活用した修学旅

行の誘致でございます。南九州３県とＪＲグ

ループで連携しまして、３県の中の２県をま

たぐ旅行コースを３コース設定いたしまし

て、現地研修会等を実施しております。 

 また、九州観光推進機構と連携しまして、

大手旅行会社及び学校関係者向けの修学旅行

説明会を、広島と主なところ５カ所で実施し

ております。 

 １枚おめくりください。最後、57ページで

ございます。 

 直近の観光動向についてでございます。 

 平成26年４月から６月の本県の延べ宿泊客

数の速報でございます。全体で前年同期比9

6.4％となっております。 

 まず、国内の宿泊客数は、前年同期比の9

8.9％でございます。関西以西からの観光客

がやや減尐しているものの、国内客全体とし

ては現在堅調に推移していると見ておりま

す。海外からの宿泊客数につきましては、前

年同期比86.4％となっております。 

 本県への外国人宿泊客数の約５割を占める

韓国におきまして、この４月に発生しました

旅客船沈没事故の影響もあり、前年よりも観

光客が減尐しております。なお、夏の旅行シ

ーズンに入りまして、韓国における自粛ムー

ドもおおむね改善されたと聞いております。 

 観光課は以上でございます。 

 

○池田和貴委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑に入りたいと思い

ます。何かありませんでしょうか。 
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○杉浦康治委員 空港に関することなんです

けれども、空港の利用客、もちろん観光もそ

してビジネスも、県内の方も県外の方も含め

てなんですが、そういった方々に対する、そ

れらの方々が持っていらっしゃるニーズとか

要求・要望、そういったものをきちっと把握

できるような調査というのを、実施をされた

ことがあるかどうかちょっとお尋ねしたいん

ですが。 

 

○吉田交通政策課長 今委員から御質問あり

ました件でございますけれども、空港ビルデ

ィング株式会社のほうで、いわゆるテナント

等に対してアンケートとか、そういうことは

されて、いわゆるビルディング事業としての

サービスレベル向上とか、そういったことの

アンケートは空港ビルディングさんのほうで

やられておりますけれども、さまざまな、も

ちろん空ビルだけではなくて、いろんな観点

がある中で、全体のアンケートとか調査とい

うことはしたことはございません。 

 

○杉浦康治委員 その場所その場所でいろん

な業者の方いらっしゃいますし、その方々が

独自にいろんな調査をされるということにつ

いてはもちろん必要なことだろうというふう

に思いますが、全体的なニーズ、大きく捉え

たニーズというのをきちっと把握をしておか

ないと、空港全体の機能といったものについ

てどういったものが必要なのかというのが、

なかなかやっぱり把握しづらいだろうという

ふうに思います。 

 目的を持たずに走っているようなところも

あるというようなことが言えるんじゃないか

なというふうに思いますので、できたらば一

度近いうちにそういったことについて実施を

して、本当はどういうニーズがあるんだとい

うことについてある程度把握をすると。た

だ、もちろん、こういうことのニーズがある

からすぐさま対応するよというようなことに

はならないだろうというふうに思うんです

が、ある程度目標、あるいは整備すべき状況

というのは把握しておく必要があると思いま

すので、そういったことについて実施をされ

るお考えがあるかないか、お聞かせいただき

たいと思います。 

 

○吉田交通政策課長 現在、空港の利便性向

上ということに関しましては、関係者と利便

性に関する協議会を今設けさせていただいて

おります。そういった中でいろんな御意見を

聞く形にしておりますけれども、今委員御指

摘いただきましたので、そういった関係者と

協議をしながら、今後どういうふうな形でニ

ーズを把握していくかということを検討して

まいりたいと考えております。 

 

○杉浦康治委員 もちろん、関係者の方とじ

っくり意見交換をしてということは大事なこ

とだというふうに思います。ただ、現場とい

いますか、実際に利用客の方の生の声といっ

たものを把握していくということも、とても

大切なことだというふうに思いますので、ぜ

ひそういったこともその検討の場で御提案な

さるなりして、実現できるように努めていた

だきたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

 

○佐藤雅司委員 今一番話題として世間を騒

がしているのは、木曽の御嶽山だろうという

ふうに思うんですけども、決して他事ではな

いというふうに思っておりますが、私の出身

の阿蘇も、今警戒レベルの２ということにな

っていますけども、もちろん土・日を含めま

したから問い合わせ等のあれはないと、把握

しておられぬというふうに思うんですけど

も、これは観光に対する、確かに災害の面で



第 18 回 熊本県議会 高速交通及び新幹線活用対策特別委員会会議記録(平成 26 年９月 29 日) 

 

 - 10 - 

はかなり皆さん方関心が高いと、土木のほう

でも、それから警察本部とか自衛隊とか関心

が高いというふうに思っておりますけども、

観光の面からいうと、やっぱり阿蘇は危ない

よと、火山灰ひとつ降っただけでも、実は相

当阿蘇地域は危ないんじゃないですかと、よ

そから見ればそういう形になるというふうに

思っておりますけども、そうした風評被害

等々も含めたことを考えていかなきゃならぬ

というふうに思っておりますが、そうしたこ

とについて観光課長どうですか、感想は。 

 

○中川観光課長 観光課でございます。私ど

もも先週末、土曜日ですか、御嶽山の情報と

いうのは大変関心を持って注視しておりま

す。早速地元とも今情報交換をしておりまし

て、現在、委員御指摘のとおりに、入山規制

がレベル２ということでございます。 

 御指摘のように、遠来からの観光客の皆

様、せっかく時間をかけて来られたにもかか

わらず、火口が見えるかどうかとものすごく

関心が高いということで、私どもの観光のセ

クションにも直接問い合わせがあることもご

ざいます。 

 ただ一方、安全面というのは皆さん御承知

のように一番大事なことでございまして、事

故等がありますと、そこによるマイナスのほ

うが大きいということで、地元阿蘇市それか

ら周辺市町村、それに阿蘇の振興局土木部等

も入った協議会等を設けて情報交換密にしな

がら、観光客の期待に応える努力はしつつ

も、安全面をしっかり守って、せっかく今阿

蘇は２つ世界の冠がついてございますので、

安全面をしっかり保ちながら、引き続き観光

ＰＲはしっかりやりたいと考えています。 

 以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員 ２つの反する側面を持って

おりますから非常に難しい話ですが、もちろ

ん命が大事、これは大事なことでございます

からそれはそれとして、日ごろから活動をし

ていない時期の話というのは非常に厳しい状

況でございまして、恐らく把握しておられる

と思いますが、エージェントあたりが、規制

があれば30分ごとに変わっていくわけですか

ら、規制があればそこの日程は組まないとい

う状況になっておりますので、九州産交あた

りがちゃんとそういった施設は尐し整備をし

ましたけれども、さらに民間資本であれいろ

んな資本であれ、日ごろから阿蘇火口が最大

の魅力でございますので、安全面に配慮しな

がらやっていくような仕掛けといいますか取

り組みを、ぜひお願いしておきたいというふ

うに思っております。そこはそれでようござ

います。 

 

○小杉直委員 そんなら関連して、せっかく

だけんお尋ねですが、28ページ、これは吉田

課長に対する質問になるかな。 

 真ん中付近に、「阿蘇くまもと空港が広域

防災拠点として」云々云々で、「自衛隊輸送

機を複数機駐機可能な駐機場（エプロン）整

備を計画」と、７月から着手される。今佐藤

委員がおっしゃったように、阿蘇も何度か爆

発しとるし、思い起こせば十数年前は普賢岳

もあのような大爆発をしたり、３年前は新燃

岳も爆発したり、九州でも近い過去も幾つも

あっておるわけですが、このエプロンという

のはどこんところを指すとだろうか。 

 

○吉田交通政策課長 エプロンというのは駐

機場でございまして、今南側の県有地の部分

について、委員がおっしゃったような災害時

に、Ｃ130であったりチヌークであったり、

そういった自衛隊機がとまれるようなスペー

スを、とまってそこで転回できるようなスペ

ースを、今ここで防災エプロンとして駐機場

を整備しているというところでございます。 

 

○小杉直委員 あすこを、駐機場のエプロン
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というような捉え方をするするわけたいな。 

 

○吉田交通政策課長 はい。 

 

○小杉直委員 すると、大体どのくらいの自

衛隊機が駐機可能なのかということは、結局

南海トラフを含めて大災害が九州であった場

合に、熊本が広域防災拠点構想として、そこ

に自衛隊その他の必要な飛行機を離発着し

て、そこから出発するというふうな構想にな

っとるわけでしょう。大体どのくらい１日飛

び立つ、そいつを含めて考えられるか。 

 

○吉田交通政策課長 現在、今想定しており

ますのが、Ｃ130で言えば４機程度、Ｃ１も

４機程度、またチヌークについては６機。参

考ですが、いわゆるヒバリでいうと19機ぐら

いとめられる形で、現在整備を進めていると

ころでございます。 

 

○小杉直委員 わかりました。大体いつごろ

完成予定ですか。 

 

○吉田交通政策課長 先ほど御説明しました

とおり、７月末に着工しておりますので、

我々としては本年度中の竣工ということで、

来年度からは使える形にさせていただきたい

というふうに考えております。 

 

○小杉直委員 そんならば、そこの整備した

場所、それから熊本空港、あるいは近くの自

衛隊の高遊原駐屯地、そういうところをあわ

せて使って広域防災拠点構想ということで考

えていいですたいね。 

 

○吉田交通政策課長 委員御指摘のとおりで

ございます。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 

○城下広作委員 関連でいいですか。その防

災拠点ですね、この指定というのは、熊本が

決定するという、その可能性というのは今ど

ういう状況なのか、そこが一番大事なことだ

ろう。 

 

○吉田交通政策課長 そちらについては今危

機管理防災課が必死で国に要望をしていると

ころでございまして、７月中旪には、公明党

の山口代表が来熊された際にも、知事から山

口代表に直接、広域防災拠点として名乗りを

上げるが、ぜひ熊本を指定してくれというこ

とで山口代表に直接御要望され、山口代表か

ら必ず国交大臣等閣僚にも伝えてほしいとい

うことを、知事のほうから要望をさせていた

だいているなど、知事も含めて今必死で要望

活動をさせていただいているという状況でご

ざいます。 

 

○城下広作委員 ちなみに、ノミネートして

いる、希望する各県をちょっと教えてもらっ

ていいですか。 

 

○吉田交通政策課長 済みません。後ほど確

認させてください。 

 

○城下広作委員 それが福岡、大分、宮崎も

なんですよ、そして熊本なんですよ。そし

て、ここの中で競争せにゃいかぬわけです。

結構福岡も本腰入れてやっているという状況

らしいんです。私たちは熊本が一番地の利的

に完璧だと。要するに大分、宮崎なんという

のは、東南海の被害に遭うという県に可能性

があるわけです。だから、被害に遭わないの

が熊本だということで言っているから、この

地の利をどんどん訴えながら、間違っても、

ここまで準備して、工事もやっていてそして

拠点にならぬというんだったら、こらちょっ

と逆に非常に残念過ぎるということだから、

相当これは頑張ってもらわにゃいかぬなとい
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うふうに思います。 

 済みません、それと関連で、先ほど佐藤委

員が阿蘇の観光のことを言われたんですけ

ど、今現在、８月31日からレベル２になっ

て、阿蘇に行くという人は誰も火口を見てい

ないんです。これは仕方ないことです。だけ

ど、熊本という観光があって、そして阿蘇に

行って火口を見れないとなると、非常にこれ

はある意味では期待半分なんです。 

 国内の人だったら何回か来るチャンスもあ

るかもしれぬけど、国外の人は一生に１回か

２回来るぐらいの人も中にいるわけです。だ

けど、阿蘇火口見れないで帰って、残念残念

という形で非常にがっかりして帰るんです。 

 今回、またジオパークのほうで、さらに恐

らく阿蘇はもっと、ジオパークの象徴的な阿

蘇の火口のあの断層、そうするとまた一番火

口口とか、これがある意味でジオパークの代

表的なイメージなんです。これが最初からか

なりいろいろ規制の分で、ただ震度の地震の

分のレベル２でいくというのは、これは無理

だからだめです。 

 ところが、ガス規制で私も質問したことが

あるんですけども、５ppmのガス規制で、逆

にそれ以上超えるといけないというふうな感

じで、規制のこれらの考え方も、本当はちょ

っと考えなきゃいけないのじゃないかなと思

うんですけど、いずれにしろ阿蘇の火口に行

けないという環境がどーんとイメージ的に高

くなると、旅行会社は危ないところには観光

客は行かせないという発想で、最初からルー

トに入れていないのが現実なんです。そして

ごまかして、食事とか温泉とかという形の部

分で、とにかく阿蘇に行ったという形だけを

イメージで定着させようという形だけど、や

はり細かく情報を仕入れて、行けるという状

況だったらすぐにでも広告を、ある意味では

エージェントとも連携とりながら、火口は見

れますよというような状況が変われば、すぐ

その辺に切りかえて宣伝していくという、そ

ういう態勢はしっかりとっとかないともった

いない。 

 ただ逆に、阿蘇に２つの世界という冠はあ

っても、期待を損なう倍返しで逆に言えばシ

ッョクを受けさせるといいますか、期待外れ

になるというものになってしまうということ

を、改めて佐藤委員が言われたような形なの

で、ここは安全と、また逆に言えば、その安

全を回避されたらすぐにでも来れるような流

れをつくるという、二律背反ですけども、し

っかり考えないと、熊本の観光の宝の部分、

この辺をよく戦略的に考えていただきたいと

いうふうに思います。 

 

○吉田交通政策課長 失礼いたしました。広

域防災拠点に名乗りを上げているところは、

福岡、大分、宮崎でございます、熊本以外に

は。失礼いたしました。 

 

○池田和貴委員長 よろしいですか、今の

件。 

 

○城下広作委員 はい。 

 

○池田和貴委員長 ほかに何かございません

でしょうか。 

 

○佐藤雅司委員 もう一ついいですか。ぜひ

ピンチをチャンスに変えていただいて、そこ

のアイデアを出していただきたいなと思って

います。 

 もう一つ、実は交通二次アクセスの関係で

すが、最近どうも外国、特に台湾それから韓

国の皆さん方は、レンタカー利用が多いとい

うんですね。いろんな警察関係とかそれから

観光の情報の皆さん方でも聞きますとかなり

多いと。今ぽっとナビを押せば、かなりあち

こち行けるもんですから、そういうレンタカ

ーの関係が多くなっているということについ

て、何かその辺の情報を皆さん持っていらっ
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しゃいますかね。どれくらい伸びているんだ

という話を持っていますか。 

 

○吉田交通政策課長 済みません、データは

ちょっと持っておりません。ただ、現在のＮ

ＥＸＣＯ西日本が、九州Ｅxpress Ｗay Ｐas

sというものの発行を期間限定でされておら

れまして、外国人向けに定額で乗り放題とい

うパスを発行されておりますので、外国人の

方のレンタカー利用というのは、これからま

すますふえるのではないかというふうに考え

ております。 

 

○佐藤雅司委員 乗り放題、乗り捨て放題で

すから、結構皆さんに人気があるんだそうで

ございますから、ぜひそういったところの観

光というやつを、ナビの関係、それからレン

タカーの皆さん方とのコラボというか情報を

しっかり取って、いわゆるその戦略を重ねて

いただきたいなというふうに思っておるとこ

ろです。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 執行部から何かあります

か。 

 

○中川観光課長 今吉田課長が答えられたこ

とに尐し補足させていただきますと、今御指

摘のとおり、特に外国人観光客につきまして

はオール九州で、九州アイランドを訪れてこ

られます。ですから、九州各地の空港等に、

今御指摘のようなレンタカーの需要はかなり

伸びているというのは伺っております。うろ

覚えで申しわけないんですけど、特に福岡あ

たりでも５割以上伸びていると聞いていま

す。 

 例を尐し出しますと、香港などは日本と同

じ通行区分なもんですからすぐ運転できると

いうことで、かつ最近のレンタカーには言葉

が、現地の言葉に対応できるようなナビもつ

いているやに聞いております。九州各県連携

しまして、先ほどのＮＥＸＣＯ西日本のトラ

イアルと連携しまして、九州各県で各国の４

カ国語ぐらいの言語をつけて、パンフレット

を作成してレンタカーのお客さんに渡すよう

なサービスもしまして、需要を促進するよう

に取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員長 よろしいですか。レンタ

カーについては今佐藤委員のほうから御指摘

がありましたが、北海道がシンガポールから

の来客の心をつかんだ一つの要因が、レンタ

カーを活用したツアー商品を、本県出身の西

村さんのやるプライムトラベルがやったこと

が一つのきっかけだというふうに聞いており

ます。 

 そういったことを考えると、今非常にすば

らしい指摘だと思いますので、レンタカーと

のコラボレーションも、ぜひ執行部の皆さん

方も考えていただければと思います。 

 

○城下広作委員 委員長済みません。せっか

くだから、ちょっと感想だけ述べさせてくだ

さい。 

 私は、こないだ沖縄に行ったときに初めて

レンタカー借りました。空港におりてレンタ

カーの車庫に案内するまでに約40分、行列で

待っておりました。そして、今度はレンタカ

ーの場所に行ったらすごい立体駐車場で、今

度はそこでまたレンタカーの手続が20分、超

満員です。 

 だから、沖縄はレンタカーが安いというこ

とで、沖縄に行ったら、空港に行ったらレン

タカーに乗るのが当たり前という常識になっ

ていて、だから料金も安くされているという

ことでみんながレンタカーを使う、そういう

文化になっているということで、要するに料

金が高いと利用しない、だから数が減るとい

う悪循環になって、安くしてたくさん利用で
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きるとなると、全然感覚違うなという分で、

全部がレンタカーで当たり前のようにして使

っているという感じで……。 

 そういうのをちょっと沖縄でびっくりした

もんだから、先ほどの話みたいな感じで、レ

ンタカーの安くて利用しやすいという流れ

は、一つの誘客ということになるのかなとい

うふうに……、感想でございます。 

 

○池田和貴委員長 いろんな意見が出ますの

で、それぐらいレンタカーということにも着

目をぜひお願いをしたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○堤泰宏委員 まだその他じゃないですね。 

 

○池田和貴委員長 まだその他じゃございま

せん。 

 

○堤泰宏委員 観光課にちょっとお尋ねとい

うかお願いがありますけど。今、外国人観光

客、九州アイランドの話が出ておりました。

意外と格安なところに外国人はおいでになる

ということも聞いています。大体国によって

１泊２食、または１泊１食とか、素泊まりと

か、大体どれぐらいの価格帯においでになる

とか、そういう統計がとってありますか。 

 それから、阿蘇には有名な温泉地もありま

すし、尐し寂れかけた温泉地もあります。寂

れかけた温泉地には意外と外国の宿泊客は多

いわけです。すると、マナーの問題があるん

です。外国の宿泊客が来るホテルには行かな

いと、これは日本人ですね、そういうことも

ありますので、ただ来てもらうのがいいの

か、中身の検討をする時期に来とるんじゃな

いかと思うですね。 

 私は目撃したわけじゃないですけども、マ

ナーの悪い点、具体的にはここでは言いづら

いですが、幾つかあります、非常にマナーが

悪いと。皆さんも調査を尐しされてお聞きに

なると思いますけども、今後は中身の検討を

していきませんと、ただ数で、何万人来た、

何％ふえたと、しかし日本人客はそこからは

激減をしていると、それじゃいかぬと思うで

す。そこ辺の中身をぜひ調査してもらいた

い。もし今までそういう傾向を把握しておら

れるならば、尐しお話をしてもらいたいと思

います。 

 

○中川観光課長 今お尋ねに出てきました料

金の統計等は特にはとってはおりませんが、

私ども旅行業者の方と常日ごろから接触して

おりますので、大体の相場カンは持っており

ます。団体旅行は御指摘のように、国内の旅

行客よりもやっぱり若干安く料金設定はされ

ております。 

 ただ、その後のマナーの話にもちょっと関

連してくるんですけども、私どもは国によっ

て、団体旅行が多い国、まだ旅行需要が伸び

盛りのところは団体旅行が多うございます、

旅行業がだんだん成熟してきますと、個人旅

行が多くなってまいります。個人旅行が多く

なっているところは、マナーの問題はほとん

ど聞こえておりません。団体では、一部みん

なで行動されるときに言うに任せてとか、そ

ういうのも聞こえてきていた時期もありまし

たが、最近では余り聞こえておりません。 

 ですので、市町村の観光協会なんかとお話

しするときも、その点は御心配はございませ

ん、国内の方が逃げるんじゃないかと。た

だ、何組かトライアルでされる中で、日本の

お客様とほとんど変わらない、むしろマナー

がいいぐらいの国もいらっしゃるということ

を実感されて、外国人インバウンドのお客さ

んをもっとふやそうというのが、今の県内の

各観光協会の声の大体主流となってきており

ますので、私どもも数はデータでわかりやす

いので数値として発表しておりますけど、実

はトライアルは結構、言い方はよくないかも

しれませんけども、尐し高級志向を目指した
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いところですね、そういう工夫もさせてもら

っているということを一応御報告させていた

だきます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員長 堤委員、よろしゅうござ

いますか。 

 

○堤泰宏委員 よかです。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

 

○髙木健次委員 ４ページなんですけど、北

熊本スマートインターチェンジですね、27年

度開通を目指しておったけれども用地交渉が

ほとんどゼロということで、ここにも書いて

あるとおり、27年度の開通は無理ということ

ですが、それから協議会、あるいは何という

んですか、地権者含めての会議とか、どうな

っていますか、熊本市の今の進め方等につい

ては。わかりますか。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。私からちょっとお答えさせていただきま

す。 

 先ほど委員から御指摘があった地区協議会

については、現在開かれておりません。た

だ、熊本市によりますと、地権者さんに実は

９月８日から19日にわたりまして、各個別に

ヒアリングを行われたようです。 

 その内容といいますのは、土地の価格、そ

れと代替地、それと買収の残地の取り扱い、

この３つを視点としてお聞きになったようで

ございます。 

 70世帯ぐらいあるんですが、きょう確認し

ましたら１件だけ県外におられますので、そ

の方には確認とれてないんですが、あと残り

の方には一応アンケートの調査は終わったと

いうふうに聞いております。 

 現在、取りまとめをやっているということ

でございますので、年内にはその取りまとめ

の結果を集約して、そして最終的といいます

か今後の取り扱い方針を決められるというふ

うに聞いております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 今現在アンケート調査やっ

ているということですね。ただ、計画見直し

と変更届というのは、その辺は期限が何月ま

でとか、例えばことしの10月、11月のうちと

か期限があるやに聞いておりますけども、そ

の辺はいかがですか。 

 

○宮部道路整備課長 期限につきましては、

事業期間が先ほど御指摘がありましたように

27年度までですので、厳密に言いますと、27

年度その事業が終わるまででよろしいんです

が、熊本市さん、それとNEXCOさんが事業主

体になりますので、NEXCOさんの関係から、

年度内にはやはり延期をするのかというのも

含めまして方針を決めていただきたいと、熊

本市さんのほうに要請をしているというふう

に聞いています。 

 

○髙木健次委員 この問題は再三私たちも指

摘をしてきておりますけれども、非常に大き

な問題というか、ぜひとも完成しなければな

らない、熊本市が政令市としての位置づけか

らも、県の経済浮揚からも必要なスマートイ

ンターなんですね。ですから、県にいつも言

うんですけども、事業主体はあくまでも熊本

市なもんですから、県の進め方としては難し

いところがあるのかなという感じはしますけ

れども、やっぱり県がある程度指導をしても

らわないと進まない状況と思うですね。 

 ですから、ヒアリングあるいはアンケー

ト、できるだけ早くしてやっていただいて、

まとめて、そして事業計画変更なりの見直し

等にも早く推し進めてもらいたい。でない
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と、ほかの人吉球磨スマートインターあたり

の連結許可がおりたということで、これは逆

になるのも何か非常にいびつな関係になるん

じゃないかなと。何年も前に連結が下りたと

ころがずっとおくれるということは、熊本

県、熊本市にとっても、これは県民から見た

ら変な見方で、うがった見方にとられるとい

うふうな感じがしますから、ぜひこれは熊本

市としっかり地区協議会もやっぱり開かにゃ

いかぬじゃないですか、これは。課長、どが

んですか。 

 

○池田和貴委員長 宮部課長、言いづらかろ

う。（笑声） 

 

○宮部道路整備課長 委員の御指摘のとお

り、事業主体は熊本市さんとNEXCOさんでは

ございますが、私ども熊本県としても重要な

スマートインターというふうに認識しており

ますので、そこにつきましては、熊本県とし

ても本当に自分の事業というふうに考えなが

ら、一生懸命頑張っていきたいと思っていま

す。 

 また、取りまとめが、先ほど年内にという

話をお話ししましたが、これにつきましても

積極的にできるだけ早く、可能な限り早くし

ていただきたいということで、そこについて

は我々のほうからも積極的に取り組んでいき

たいというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員 以上です。 

 

○城下広作委員 議会で市内の渋滞の話題が

上がりました。ただ、信号システムだけでは

これは解決はしないということも答弁にあり

ました。そしたらどうするのかという具体的

な部分で、どうしようもないという話なの

か、では立体交差で本当にできるところを考

えようとするのか、この辺のもっと踏み込ん

だ感じの考え方という今のところ持っている

部分、車線をふやすように頑張るとか、交差

点改良の部分ですね、この辺、立体交差も含

めて、新たに立体交差をふやす場所が可能性

ができるのか、田井島、神水いろいろありま

すね、ここら辺のことを信号でできないなら

どうするとか、交差点改良部分だけ触るの

か、もう尐し具体的にそれらの渋滞緩和に関

する部分。 

 それともう一つは、熊本市のバス路線の部

分の考え方もよく考えないと、バスによって

渋滞を引き寄せる部分も結構あるもんですか

ら、この辺のバスの形態が、これは熊本市が

中心にやるんでしょうけども、その辺も含め

て掘り下げて、熊本市内の渋滞の部分で抜本

的に解決するということをもっと論議しなき

ゃいかぬなというふうに思うんですけど、そ

の辺の方向性で十分まだ答えはないでしょう

が、方向性だけ、もう尐し具体的に言える部

分があればと思います。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課でございま

す。熊本市内の渋滞についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず、１点目の、先般本会議でも質問あり

ました東バイパスの立体交差についてですけ

ども、改めて御説明いたしますと、東バイパ

スの立体交差につきましては、これは都市計

画決定されておりまして、段階的に都市計画

決定されています。保田窪、神水、田井島、

これは昭和49年、それとあわせて、それに追

加して52年に新南部と流通団地、この５カ所

が都市計画決定されています。なお、一番南

の３号との立体交差、これは近見の立体交

差、これは既に完成しているところです。こ

れは熊本港線という街路のほうでやったとい

うのはありますけども、この５カ所の立体交

差についてはまだ実施されておりません。 

 といいますのも、平成14年ぐらいですか、

当時もパーソントリップをやって渋滞が激し
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いということで、当面の対策ということで、

平面６車線化をまず急ぎましょうというふう

なことで、国・県・市の中で合意をして６車

線化、これは平成18年度までに大体完成して

います。 

 ある程度の効果はあったんですけども、た

だそういう道路整備よりもなおかつまだいろ

んな要因があって交通量がふえているという

ことで、ちなみに今現在で、保田窪で平成22

年、これはちょっと古いデータなんですけど

も、７万4,000台程度の交通が動いていると

いうことで、よって朝夕通勤時に渋滞が激し

くなっております。 

 ですから、最終的には、やっぱり都市計画

決定をされている立体交差というものも含め

て、委員御指摘のような抜本的な渋滞対策に

ついて検討していく必要が、本当に喫緊の課

題となるかと思っております。 

 御承知のとおり、平成24年度に第４回目の

パーソントリップ調査を実施いたしまして、

現況集計及び将来推計交通予想をやっていま

して、今年度から東バイパスの渋滞対策も含

めて都市圏内の渋滞対策について、これから

都市交通マスタープランの中で議論をしてい

くことになります。 

 この策定する過程の中で国、県、県警さん

も含めて関係市町村とあと交通事業者も含め

て議論をしていくことになるんですけども、

基本的には、前回もそうだったんですけど

も、なかなか道路整備だけでは特に朝夕の渋

滞の抜本的対策は大変厳しいという報告が前

回、第３回のパーソントリップの中でもいた

だきました。今回もまだ検討途中なんですけ

ども、方向性は一緒です。 

 そういうことで、やはり公共交通、いわゆ

る通勤通学、朝夕の交通渋滞なもんですか

ら、道路整備にあわせて公共交通の利便性の

向上なりなんなり、そういったあたりもあわ

せて検討していく必要があるのかなと考えて

います。 

 その中で、第２点目として委員御指摘にあ

りましたバス網、これは御承知のように熊本

都市バスということで、かなり路線の再編が

進んでいくと思います。これとあわせて軌道

系、熊本には幸いＪＲと市電、熊本電鉄、３

つの軌道系があります。その軌道系もあわせ

た公共交通の今後のあり方について、整備手

法、運行手法も含めて、抜本的な議論をやっ

ていかなくちゃならないかなというふうに考

えております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 城下委員、よろしいです

か。 

 

○城下広作委員 よろしくお願いします。 

 

○杉浦康治委員 関連で。今、いわゆるソフ

ト的な対応というふうな形になるんだろうと

思うんですが、37ページのパークアンドライ

ドについて眺めると、電鉄系というか、北側

の路線についての充実というのが見られるの

かなというふうに思います。 

 一方で、３号線、57号線そして熊本高森線

が、慢性的な渋滞だというふうな認識を執行

部のほうでは強く持っていらっしゃると、こ

れについて今お話が出た軌道系の中の市電と

いうものを活用するというふうな方向性が、

今現状からはなかなか見てとれないというと

ころがあると思うんですが、ここら辺につい

て具体的に、例えば健軍商店街の活性化とと

もにとかというふうな方向で、大きく考えを

まとめるというふうな方向・計画というのは

ありりませんか。 

 

○松永都市計画課長 今杉浦委員の御指摘、

軌道系の公共交通のあり方の御質問かと思う

んですけれども、これはこれまでパーソント

リップ調査４回やっています。実は、第３回

にも都市交通マスタープランというものを策
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定しましたけども、その中でもいろんな８軸

の公共交通網の整備の中で、例えば空港への

市電の延伸であるとかいろんな提案がなされ

ているところです。ただそれが、はっきり申

し上げてなかなか実現していないといった状

況になっています。 

 その要因としてはいろんなことがあるんで

すけども、当然独立採算というふうな今基本

的な考え方があるものが１つと、やはり整備

に相当の財源を要するというか、そういう財

源の問題、運行に関する財源の問題、そうい

ったものも含めて今後、ただ一方で国のほう

も大分いろいろ関係法令が整備されてきてい

まして、補助制度も尐しずつ整備されてきて

おりますので、それも踏まえて今後関係市町

村とともに、そのあたりはどういうふうなや

り方なのか考えていかなくてはいけないと思

います。現時点でまだそのあたり具体的に、

どこをどうやって伸ばしていく、どうやって

整備していくというのはまだこれからといっ

た状況です。 

 以上です。 

 

○杉浦康治委員 今私が言ったのは、延伸と

いうふうなことではなくて、今あるものを使

えないかというようなことで、例えば健軍終

点ですね、このあたりに大きくパークアンド

ライドというような形式を取り入れられるよ

うな考え方というのはできないのかというこ

となんです。 

 というのが、執行部のほうでも、３号線、

57号線というのは、これは本当にかなり大き

い問題だろうと思うんですが、高森線につい

てはにっちもさっちもいかぬ、手の打ちよう

がないというのが、現実的には方向性だろう

なというふうに思うんです。そうすると、ど

うしても流入量を絞るという方向を一番最優

先で考えていかぬとしょうがないのかなと。

であれば、今ある市電というものをどううま

く使っていくかという話になろうかと思うん

ですが、そのときに一番有効な地元の活性化

というようなことも含めた上で、健軍にパー

クアンドライドということを導入できるよう

な考え方をしたらどうかという御提案なんで

す。 

 

○松永都市計画課長 確かにパークアンドラ

イドで健軍周辺の駐車場に駐車して、それか

ら市電なりバスに乗りかえるという方策も、

一つの方策としてあり得るのかなと思うんで

すけれども、ただ実態として、はっきり申し

上げて、先般報道でもされましたんですけど

も、朝のラッシュ時市電になかなか乗れない

といった状態、市電の輸送力の問題もある。

それと当然、路線バスも今放射系が集中して

いますので、通町あたり見ますと数珠つなぎ

の状態で路線バスが来ているという状態、そ

ういったことを含めて一つの方策として、当

然環境問題も含めたパークアンドライドは非

常にいい方策ですのでいいんですけども、そ

れとあわせて、公共交通の今後の基幹的な整

備の仕方も含めて考えていかないとなかなか

厳しいかなというふうな認識をしています。 

 以上です。 

 

○杉浦康治委員 おっしゃっているのは、積

み残しの問題がなんだかんだという話だろう

と思うんですが、当然それは市電側との運行

の問題として協議していかないかぬ部分だろ

うと思うんですけれども、絞るよりほかにな

いというような現状があるんであれば、これ

は手をこまねくよりは、具体的に何かしら考

えていく必要が多分あるんだろうというふう

に思います。その点については、調査のほう

もまとめられると思いますので、その辺を十

分見た上でもう一回考えを、まっさらな状態

でやっていただければというふうに要望をさ

せていただきます。 

 

○鎌田聡委員 都市圏交通の課題が議論され
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ておりますけども、要はパーソントリップ調

査を実施をして１年経過をしてきているとい

う状況の中で、要はマスタープランをつくっ

ていく段階において、やっぱり県だけではい

けないし、国と、特に公共交通の関係は市が

入ってくる、市の考え方とか、そういったの

も含まってきますけども、実際マスタープラ

ンはどこが主軸になってつくっていくんです

か。 

 

○松永都市計画課長 主軸といいますか、先

ほど言いましたように、基本的には県と市が

共同事務局という形でパーソントリップをや

っていますので、それは事務局ということで

す。ただ、構成メンバーは、国の機関である

とか、関係市町村であるとか交通事業者です

とかが、その中でやっていくという形になり

ます。 

 

○鎌田聡委員 よろしいですか。結構時間も

経過をしてきておりますけれども、ただ課題

もいろいろときょう指摘されたように出てき

ておりますので、なかなかこの取りまとめ大

変だと思いますし、まとめた後の、きちんと

それぞれの機関がやっていくのかということ

もまた非常に懸念されるところだと思います

けども、ただ幾つかのプランも動いていって

いると思うんです。 

 バス路線の再編プログラムあたりも既に走

っているやつもありますし、そことの整合性

も出てきますでしょうし、要はこれはしっか

りと県が、先ほどからいろいろ話ありますけ

ども、県民のためにこうするんだということ

で、力をきちんと発揮していただいて、市と

の関係も含めて、市がなかなかできないこと

もあるかと思いますけども、そこをきちんと

決めたことはやっていただくということで取

り組みを進めていただいて、いずれにしても

このマスタープランを早くつくらなければ、

ずっといろんな課題が動いてきていますし、

また調査をした段階から年数たってくると人

の動きも変わってくる可能性がありますの

で、これいつごろぐらいまで大体つくる予定

なんですか。 

 

○松永都市計画課長 当初、当然24年に実態

調査をやって、昨年が現況解析をやって、将

来推計交通をやって、今年度から都市交通マ

スタープランの策定に取り組んでいるところ

です。ただ、なかなかいろんな課題が多いも

んですから、ちょうど今のところ、今年度内

を目指しているんですけども、尐しちょっと

時間を要するかなというふうに考えていま

す。 

 といいますのも、今回のパーソントリップ

の中で、かなりいろんな前提条件が大きく変

わりつつあります。前回13年にやっているん

ですけども、例えば新幹線が開業しておりま

すし、後は、将来は30年に予定されています

連続立体交差事業、これが開通すれば東西の

交通が大きく変わってくるという、そういう

ふうなこと。 

 それと、何よりもまして、やっぱり人口の

減尐時代に突入するといったこと、超高齢化

になるということ、そういったものを踏まえ

て、いろんな課題が山積みしているもんです

から、尐しお時間をいただいて、できるだけ

早く策定はしたいんですけども、各事業者と

も協議してまいりたいというふうに考えてい

ます。 

 

○鎌田聡委員 ぜひよろしくお願いします。

県がやっぱり必要な意見も踏まえて、しっか

りとリーダーシップを発揮していただいて、

取り組みを進めていただきたいと思います。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

 

○堤泰宏委員 その他でお尋ねしようかと思
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うたら、今課長のほうから立体交差のお話が

出ましたですね。私は年代は余りわからぬだ

ったんですけど、保田窪、健軍等は昭和49

年、新南部と流通団地は昭和51年、これは40

年前の話ですよね。今また課長が奇しくもお

っしゃったですね、尐子高齢化の問題、人口

減尐の問題ですね、このころには予想できな

いような事態に今なっとるわけですね。 

 これはおもしろい話ですけど、織田信長が

お城攻めをしたときに、洲俣城じゃったか

な、お城はどうでもええですけど、木下藤吉

郎が、殿さん、私が３日でつくりますよと言

って、つくりきらぬなら腹切れと、できたか

できぬかは知らぬ、これは逸話ですから、ま

あできたと。城攻めができたと。木下藤吉郎

が羽柴秀吉になったということですね。 

 非常にタイミングが大事と思うんです。こ

れを、あとまた10年先、15年先、この前の大

西議員の質問にお答えの中身が、年度まで私

ははっきりちょっと読めなかったんですけ

ど、これは10年先、15年先といえばタイミン

グを失って、何のためにお金かけてつくった

かわからぬようなことになると思うです。 

 まさに人口減尐そして尐子高齢化。私も団

塊の世代ですけど、20年後には120％車には

乗ってないですね。八十幾つになって運転す

ることはありません。それから、15歳から60

歳までの労働者人口というのが大激減しま

す、15歳は免許取りませんけど。そういうこ

とも考慮して、全部はせぬでも、１つなら１

つ絞り込んで３年以内に着工とか、私はそう

いうことを検討、県は国に全力を挙げてされ

ぬと、何もかんもでけんじゃった、できたと

ころが車は通らぬと、私そういう事態は避け

にゃいかぬと思います。これはお願いをした

いと思います。 

 それから、熊本市の近郊にパークアンドラ

イド、横文字は難しかですね、熊本県の職員

さんとか市の職員さん、またその他公共的な

職場の方で、何キロ以内はマイカー通勤はだ

めと言うといかぬけども、なるべく控えてほ

しいとか、そういう要望はあっていますか、

これはちょっと質問です。課長のところじゃ

ないかもしれません。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課ですけど、

確認ですけど、要望といいますと、どちらか

の……。 

 

○堤泰宏委員 いやいやいや、例えば県のほ

うが職員さんに命令はできぬから、なるべく

マイカー通勤は何キロ以内は控えてくれと

か、そういうことをお願いがしてありますか

ね、熊本市は熊本市どこそこ。誰でんよかで

すよ、もしわかっとるところがありゃ。全く

そういう要望はないのか。 

 

○吉田交通政策課長 誰もお答えしないので

……。一応今規制というか、明確にだめとい

うルールはなかったと、だめというのはなか

ったんですけれども、たしか何キロ以内はで

きる限り徒歩とか、公共交通機関を使いなさ

いとか、そういったものはあるけど、毎週水

曜日ノーマイカーデーで、そういった取り組

みは環境部局のほうで進められております。 

 

○堤泰宏委員 それは実効性があるわけです

かね。それをやっとればかなり違うと思うん

です。今は徒歩と公共交通機関だったでしょ

う。自転車はよくないですか。雤降りのこと

を考えんといかぬ。雤降りはちゃんと着るも

のをきちっとすれば、４キロ、５キロならそ

んなに濡れぬで済むとじゃないかと思うで

す。――今手を挙げられた。 

 

○坂本交通政策・情報局長 実効性の担保と

しては、県庁の駐車場にとめられる職員が自

宅からの通勤距離で制限をされていまして、

12キロぐらいだったか、15キロだったか――

から遠い職員だけが県庁の駐車場を使える
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と。それ以外の職員は、実は車で通勤したい

者については、近隣の民間の駐車場を使って

いるという実態はありますので、完全に制限

されているという状況ではないんですが、尐

なくとも県庁としてはそういうルールはつく

っているということです。 

 

○堤泰宏委員 わかりました。ほかにも市と

か公共性のある職場に働きかけて、そういう

ことをやればかなり違うと思うです。 

 それから渋滞は、これはわかっとることで

すから、渋滞が嫌なら朝早く出てくるとか、

そういうことで自己解消も今から図っていか

ぬと、行政だけじゃ難しいと思うですよ。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本秀久委員 今までずっと聞いとったけ

ど、企画振興部長、土木部長も出席ですけ

ど、いろいろな問題が今委員から出た、この

問題は毎回出る問題なんだから、お互いにそ

の問題が出たとき、お互いの中ですり合わせ

はしているのかということなんだ。毎回毎回

出ている問題があるのに、お互いの部課、課

長なんかで課で持っていってもこれは解決し

ないんだよ。だから、お互いの部長関係で、

出た委員さんたちがいろいろ問題を出してい

るわけだから、それを総合的に緩和するよう

な、知恵を出すような総合的な打ち合わせし

ているのかという私は疑問を持っているん

だ、毎回です。 

 横の連携がないんだ。横の連携があれば全

てこれらの個々の問題で解決できる、この問

題はこの観光課の問題で解決すると。いろん

な問題が出てくる、総合的な打ち合わせしな

けりゃだめだ。それを俺は前からも言ってい

るんだ。ただ、課が課だけで打ち合わせした

ってできゃしないんだ。 

 お互いにこれだけの部が２つ重なっている

んだったら、お互いにこうやって委員会に出

た問題というのは、その問題点をまずどう解

決するかという問題に到達する配慮をしなけ

ればだめなんだ、横の連携が。それを是か非

でもお願いしとく。毎回毎回同じことばかり

だ。その打ち合わせ・連携がないから一つも

解決しない、道が開けない、そこを要望して

おきたいと思います。 

 

○池田和貴委員長 要望でよろしゅうござい

ますか。ほかにございませんでしょうか。 

 

○佐藤雅司委員 教育旅行の話です。これに

ついては今山本会長がおっしゃったように毎

回毎回の話ですが、しかも観光議連で会長が

おっしゃるかなと思ったところがもう出てい

かれましたので、私のほうから申し上げたい

と思います。 

 教育旅行については台湾ですね、これから

いよいよ26日から就航ということになります

が、ここはまさに天王山、胸突き八丁のとこ

ろだろうというふうに思いますが、修学旅行

は御承知のとおり、そこでぱっと決めてその

年からやるというわけにはいきません。３年

後あるいは４年後ということになっていくわ

けですから、やっぱり事前に仕込みをしてお

かないとなかなか難しい。 

 こういうことになっておりますが、現在、

県立とそれから私立高校、県立では大津高校

が行っている、それから東稜高校も行ってい

るという話です。それから私立学校は、ニュ

ージーランドとか、いろんなヨーロッパだと

か、そうした建学の精神がありますから、そ

うした人材をあれしていくということになる

わけですが……。 

 ここは熊本県として、決して政治的に抑え

つけるとか、そこに誘導するとか、そういう

話ではなくて、やっぱり海外に行くというこ

とは、いろんな意味でレベルの高い、それか

ら自分のこれからの進路にとって大事なこと
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だろうというふうに思っておりますが、その

辺のところを、私立高校あたりでもどこら辺

に行っているのかという調査をなさったこと

がありますか。どっちで答える……。 

 

○吉田交通政策課長 済みません。県内の高

校がどこに、海外に行かれているかというの

は、全体像は把握はしておりませんけれど

も、委員がまず最初に御指摘いただいた、海

外にしっかりと出ていって、台湾のプログラ

ムチャーターもできたということで、これを

きっかけにどんどんどんどん交流を深めてい

くべきじゃないかというところについては、

まさに御指摘のとおりというふうに考えてお

りまして、今県庁全体でも、ぜひ台湾との交

流を深めていこうということで、教育庁のほ

うでもいろんな、教育長みずから下に御指示

を出していただいて、いろんな高校なり、ぜ

ひこういう機会に積極的に海外、特に今台湾

が、交流が深まっているから台湾にぜひ行っ

てくれないかということで、お声がけをいた

だいているということで、ぜひそういった動

きをつくっていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○佐藤雅司委員 保護者との関係も当然ある

わけです。だから３年、４年かかるわけです

が、やっぱり熊本県として、まさに冒頭言い

ましたように、ここが一番大事な瞬間だろ

う、タイミングだろうと思うんです。ですか

ら、やっぱり熊本が真ん中で州都を目指すこ

とは別に置いといても、やっぱりイニシアチ

ブをとれるのか、九州の中でも地理的優位性

を生かしてぐっと伸びていくのかというの

は、非常に今私は大事なときだろうというふ

うに思っております。 

 観光議連あたりも、皆さん方、今会長がお

っしゃったすり合わせはしていないかもしれ

ないですけど、我々としてもきちっとすり合

わせをしていきながら、こういった戦略でい

こうじゃないかということで、さまざまな機

会を通じて各県とも我々と一緒の立場で、県

議会の立場で今やっているということであり

ますが、ぜひそういった調査をしていただき

たいと思います。どの高校が海外展開、特に

ニュージーランドはちょっと聞きました。ヨ

ーロッパに行っているところも、アメリカに

行っているところも、カナダに行っていると

ころもあるようでございます。 

 しかし、我々としては、まず身近なところ

からやっていくんだと。そして、一番大事な

ことを私いつも言っているんですけど、海外

ということは、私どもは島国ですから、自分

が外国人になるということの意味ですね、こ

れがとても大事なことなんだと、国際的に通

用する人材をつくっていく、そうすると意識

が変わってくるんですね。 

 もう一つは、我々の先輩たちがいろいろな

メディアで言っていますけども、どういった

ことをやってきたのか。いいことも悪いこと

もあるでしょう。しかし、全体として、友好

的な国もある、それはなぜなのか、そういっ

たこともやっぱり頭の中に入れていくような

ことが、高校生の中で大きな国際感覚が芽生

えて、我々の歴史的な問題もきちっとなって

いくと、私はそう思っていますので、そうい

う調査と、それからぜひ今回の３月まで「く

まモンチャーター」がありますので、そこら

辺にもできるならば生かしてもらえるよう

な、あるいは基礎がつくられていくようなこ

とをぜひやってもらいたいというふうに思っ

ております。要望で結構でございます。 

 

○池田和貴委員長 要望ですね。ほかにござ

いませんでしょうか。なければ、質疑はこれ

で終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りを

いたします。 

 本委員会の付託調査事件については、引き

続き審査をする必要があると認められますの
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で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき議長に申し出

ることにしてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田和貴委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 その他として何かございませんでしょう

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○池田和貴委員長 ほかになければ、本日の

委員会はこれで閉会いたします。 

  午前11時27分閉会 
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